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■ 日 時 令和３年５月１８日（火） 午後３時～５時 

■ 場 所 立川市役所 208 会議室 

■ 出席者 （敬称略） 

 

［立川市地域包括支援センター運営協議会委員］ 

学識経験者 宮本 直樹（会長） 

学識経験者 岡垣 豊（副会長） 

医療従事者                              中村 伸 

民生委員児童委員 中村 喜美子 

第 1 号被保険者代表                       吉川 とみ子 

        介護サービス事業従事者          森田 まゆみ 

 

［市職員］ 

  保健医療担当部長                吉田 正子 

高齢福祉課長                 小平 真弓 

介護保険課長                高木 健一 

高齢福祉課在宅支援係長 石垣 裕美 

高齢福祉課在宅支援係 高間 奈々 
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午後３時００分 開会 

 では、定刻になりましたので、令和３年度第１回の立川市地

域包括支援センター運営協議会を開催させていただきます。 

 お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

 緊急事態宣言の延長によりまして、書面開催も検討いたしま

したが、今回、重要な課題もございますので、感染症対策をし

っかりさせていただきまして、参加人数も絞って対面で行うこ

ととさせていただきましたので、議事の進行にはご理解とご協

力をお願いしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

 では、年度の初めに当たりまして、保健医療担当部長よりご

挨拶を申し上げます。 

 

 改めまして、皆様こんにちは。 

 お忙しい中、また、緊急事態宣言下ということで、本当に本

日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 この立川市の地域包括支援センター運営協議会、地域で頑張

って高齢者の相談等に対応してくれている地域包括支援センタ

ーがうまく機能し、運営できるようにということで、皆さんに

活発にご意見をいただいているところでございます。 

 本当に今、現状としては、コロナのワクチン接種がやっと始

まりまして、それでも他市に比べれば頑張って予約の体制をつ

くったんですけれども、なかなかインターネットのお申込み

等、電話の予約がつながらないものですから、皆さんに少し混

乱をさせてしまって申し訳なかったなというふうに思っていま

す。今は少し改善をしまして、今週から電話だけで取れる枠と

いうのを確保させていただいて、オペレーター全員に管理者権

限を与えまして、ですので、インターネットは日にちが変わる

ごとに２週間後の予約が取れるように、どうしてもシステム上

なっているんですけれども、そのときにはある一定数、今のと

ころ大体３割ぐらいなんですけれども、そこで切り替わらない

枠をつくらせていただいて、前もそれはある程度つくっていた

んですけれども、今度電話で取れるようになったときに、その

枠を開放するという形にしていたんですが、本当は開放する
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と、インターネットでわーっとあっという間に枠が埋まっちゃ

うというような状態でしたので、今週からはその３割程度につ

いては、どんな時間になってもインターネットからアクセスで

きないという枠にさせていただいて、電話をかけてつながれ

ば、確実にどこかが空いているというような状況にさせていた

だいているのが現状でございます。 

 なので、オペレーターのほうも先週あたりは、夜中のうちに

ワクチンの接種が埋まってしまうものですから、全部苦情の電

話しか取っていなかったんですけれども、昨日からつながった

電話については、ちゃんと予約をこういうふうにということで

取れるようになりましたので、かなりへこんでいたメンタル

が、少し昨日は持ち直したということで言っておりましたの

で、今後も少しこれで様子を見させていただいて、電話をすれ

ば、つながればきちんと予約が取れるという状態をもう少しキ

ープさせていただきたいなというふうに思っているのととも

に、現在、医師会の先生方に大変協力していただいて、立川市

は80か所近くの医療機関で個別の接種ができるようにさせてい

ただいています。また、医療機関の少ないところでは、集団接

種をさせていただいているところですけれども、ちょっと大規

模会場の確保みたいなところで１日1,000人規模の予防接種がで

きるように、今、一生懸命動いているところでございますの

で、政府の言うように、高齢者の予防接種の２回がおおむね早

ければ７月、もう少し前倒しして終われるようにということで

日々努力しておりますので、ぜひ皆様もご協力いただければと

いうふうに思います。 

 あと、インターネットのお申込みにつきましては、なかなか

お年寄りにいろんなところで引っかかっておりまして、皆様の

中で、ご家族の方とかの予約ができた場合には、ちょっとお手

伝いをいただいてしていただけると助かるかなというふうにも

思いますし、少し間を空けてお申込みいただければ、ワクチン

のほうは確実に確保しておりますので、７月中には２回目が皆

さんに接種できるように、今、６月中に来るワクチンで、全部

で合わせて計算しますと10万回分くらいのワクチンの確保がで

きていますので、２週間ごとには来るんですけれども、全部合

わせると10万回、高齢者が４万5,000人の２回分については確保
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はできております。あとは配送という形になっておりますが、

それも２週間ごとに配送になりますので、どうしても２週間先

までの予約というわけにはいかないんですけれども、また２回

目の予約が入らないと大分お叱りを受けているところではござ

いますけれども、まだ１回の予約ができていない方もいらっし

ゃるものですから、そこはちょっと頑張っていただければとい

うことでお願いしていっているところです。 

 ちょっと話が長くなりましたけれども、現状のワクチン接種

の状況ではございますので、本当に医師会の先生方に頑張って

いただいて、苦情は健康推進課でかなり受け止めてもらって、

立川市の予防接種については、希望する皆さんが受けられるよ

うな体制を進めておりますので、これからもどうぞよろしくお

願いいたします。 

 今年は多分それでずっと尽きるのかなという感じもあります

ので、ワクチン接種が逆に済めば、皆さんも思ったような活動

に、次のステージに進んでいけるということもあろうかと思い

ますので、ぜひ頑張っていただければと、ご協力いただければ

というふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 長くなって申し訳ございません。 

 

 ありがとうございました。 

 次に、委嘱状の交付を行います。 

 介護支援専門員の新妻様の辞任に伴いまして、立川市主任介

護支援専門員連絡会からご推薦をいただき、新たに委員として

お引受けいただきました森田まゆみ様、どうぞお願いいたしま

す。  

 （医療保険担当部長より委嘱状の交付） 

 

 では、一言自己紹介をよろしくお願いいたします。 

 

  今後も立川市のほうで、ご利用者様も含め、私たち仕事す

る人も含め、本当にやりがいがある仕事だなと思って、何かお

話ができるといいかなと思って来ました。 

 すみません、よろしくお願いいたします。 
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 ありがとうございました。 

 次に、４月の人事異動に伴いまして新しく着任いたしました

介護保険課長をご紹介いたします。 

 一言お願いいたします。 

 

 皆さん、こんにちは。 

 介護保険課長の高木健一です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

 ありがとうございました。 

 では、議事に移ってまいります。 

 本日もまた地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運

営の確保のために、運営協議会委員の皆様から忌憚のないご意

見をいただきたいと存じます。 

 では、会長、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、本日も慎重かつ効率的に、進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、本会議の成立要件の確認をいたしたいと思います。 

 委員９名のうち６名が出席ということで、本運営協議会は成

立をいたしておりますことを確認したいと思います。ありがと

うございます。 

 それでは、次第にのっとりまして３番、議事録の確認でござ

います。 

 既に皆様方には、議事録、配付しておりましてご確認をいた

だいているかと思いますけれども、何か皆さんからお気づきの

点等ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本会議終了をもってこの議事録確定とさせていた

だきますので、もしお気づきのことがございましたら、会議中

にご発言をいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 ４番の報告事項に移ってまいります。 

 報告事項の１番、第８次高齢者福祉計画・第８期介護保険事
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業計画についてでございます。 

 初めに、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

 では、こちらのオレンジ色の立川市高齢者福祉介護計画をお

手元にご準備をお願いいたします。 

 本計画は、老人福祉法に基づく老人福祉計画と、介護保険法

に基づく介護保険事業計画の両計画を一体的に作成することと

しておりまして、令和３年、今年から３年間の第８次高齢者福

祉計画・第８期介護保険事業計画となっております。 

 ９ページのところをお開けいただきまして、高齢者を取り巻

く現状と課題でございますが、第８次・８期におきましては、

第７次・７期計画での目標や具体的な施策を踏まえまして、

2025年を目指した地域包括ケアシステムの構築の整備に加えま

して、さらに現役世代が急減すると言われている2040年の双方

を念頭に置きまして、高齢者人口や介護サービスのニーズを中

長期的に見すえることについて、この計画で位置づけることを

求めておりますので、10ページからありますように、将来推計

につきましては、令和７年、2025年及び令和22年、2040年につ

いて記載がされております。 

 80ページをご覧ください。 

 基本理念ですが、本市の本計画の特徴といたしましては、第

７次・第７期の計画では、「個人を尊重し、人と人がつなが

り、その人らしい生活ができるまちづくり」ということで基本

理念を定めておりましたが、そこに「住み慣れた地域で」とい

う文言を追加いたしました。 

 基本目標は、2020年に向けた地域包括ケアシステムの構築の

ための５つの要素、介護予防、生活支援、住まい、医療、介護

のこの５つの目標から、８期におきましては８つの目標に細分

化をいたしまして、市民に分かりやすい表現としております。 

 84ページを見ていただくと、施策の体系のところを見ていた

だくと分かりやすいかなというふうに思いますが、基本理念に

基づきまして８つの基本目標がございます。 

 令和元年に認知症施策関係閣僚会議で決定されました認知症

施策推進大綱などを踏まえまして、７次の計画では、基本目標

で在宅療養の推進、医療の中に含まれていた認知症施策を特出
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しいたしまして、２つ目の基本目標として「認知症になっても

その人らしく暮らせるまち」を目標の一つとして加えてござい

ます。 

 また、課題ごとの施策展開と進捗管理を明確にするために、

７期では、生活支援体制の整備として一くくりになっておりま

した基本目標を、地域の支え合い、それから相談支援体制、そ

れから感染症対策を含めました安全・安心な暮らし、この３つ

の課題を分けまして、３つ目は「皆で支え合いながら暮らせる

まち」、それから「相談しやすく様々なサービスを利用できる

まち」、それから「安全・安心に暮らせるまち」ということで

３つに分けまして、進捗管理がしやすいように、また細かなと

ころまで細分化して目標設定ができるようにということで設定

をいたしております。 

 なお、基本目標の「皆で支え合いながら暮らせるまち」とい

いますのは、人と人、人と社会がつながり、相互に支援の受け

手、担い手となって助け合いながら暮らしていくことができる

 包摂的なコミュニティ、地域や社会をつくるという2040年に

向けました地域共生社会の実現を目指した目標となってござい

ます。 

 この８つの基本目標に対しまして、施策の方向性は、記載の

１の（１）から８の（４）まで全部で21項目ぶら下がっており

まして、その施策の方向性に、さらに細かく78個の基本施策が

ぶら下がっておりまして、85ページから144ページまで現状の課

題、それから３年間の方向目標が記載されております。 

 ざっくりではございますが、市の高齢者福祉計画についてご

説明を申し上げました。 

 今後の介護保険事業計画については介護保険課長からお願い

いたします。 

 

 それでは、私から、第８期介護保険事業計画についてご説明

をいたします。 

 135ページをご覧ください。 

 ここからが、介護保険事業計画の主な内容ということになり

ます。 

 次のページですけれども、136ページに８期計画の方針が出て
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おります。 

 介護人材の確保・育成・定着に向け、人材確保事業として、

研修の受講費用の助成や離職防止セミナーの開催等の取組を展

開していくということと、介護保険サービス水準の向上と費用

の効率化に向けて、ケアプラン点検の実施など、介護給付の適

正化に取り組んでいくと、この２つの目標を掲げております。 

 この目標を実現するために、施策の方向性として、サービス

基盤の整備、介護人材の確保・育成・定着、サービスの質の確

保と給付の適正化、広報活動の推進という４つを掲げておりま

す。 

 私からは、時間の関係もありますので、サービス基盤の整備

と介護人材の確保・育成・定着、そして介護給付費の、この３

点について簡単にご説明をさせていただきます。 

 138ページをお開きください。 

 施設・居住系サービスの整備について記載をしておりまし

て、下のところに令和３年から５年度の方向・目標として、各

施設について整備をどうしていくのかということが記載をして

おります。 

 介護老人福祉施設については、第８期計画において新たな整

備は見込まないと、介護老人福祉施設につきましては、実際に

市内に空床が生じておりますので、整備は見込まない。特定施

設入居者生活介護、有料老人ホームにつきましては、北多摩西

部地区について都の計画定員にほぼ達しておりますので、新た

な整備は見込まない。認知症対応型共同生活介護につきまして

は、多摩地区の類似団体の平均値を上回る整備率となっており

ますので、第８期計画においては、新規の整備は見込まないこ

ととしておりますけれども、施設の老朽化による建て替えなど

については、柔軟に対応したいというふうに考えております。

その際、１ユニットのところについて、２ユニットにしたいと

か、そういう要望については、介護保険運営協議会の中で協議

をしていきたいというふうに考えております。 

 次の139ページをご覧ください。介護人材の確保・育成・定着

ということで記載をしておりまして、令和３年度から５年度の

方向・目標としましては、実務者研修の受講費用の助成である

とか、東京都が実施している人材確保のための事業等について



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

周知を図ってまいります。 

 また、ハローワーク立川が開催する介護職員の就職相談会・

面接会等に協力をします。介護職員の身体的・精神的な負担を

軽減するため、都の医療制度を活用して、センサーであるとか

ＩＣＴ機器の購入費用、求人広告費の助成等にも取り組んでい

きたいというふうに考えております。 

 186ページになりますけれども、介護保険料について記載をし

ております。 

 基準額の算定ということで、年額の基準額の算定方法が出て

おりまして、Ａ保険料収納必要額割るＢ保険料予定収納率割る

Ｃ延べ第１号被保険者数を基本に保険料を算定しております。

それぞれの細かい数字については下図で囲ってありますので、

ご覧いただければと思います。 

 計算した結果、介護保険料については5,880円ということで、

第７期の保険料と同額となっております。 

 介護保険の準備基金で10億円を超える基金残高がありますの

で、その半額を取り崩し、５億円を保険料の上昇を抑えるため

に活用させていただいた結果、第７期と同じ5,880円という保険

料となっております。 

 全国の状況ですけれども、全1,571保険者の平均で第７期から

2.5％増の月額の6,014円というような数字になっております。

７期の計画では、約８割の保険者が保険料を引き上げておりま

したが、第８期では49％にとどまり、約51％の保険者が保険料

の金額を引き下げるというような状況でございます。 

 参考までに、都市部では、大阪市の8,094円が最も高くて、最

も低いのが群馬県日立市の3,300円という状況でございます。 

 以上、簡単でございますけれども、介護保険についての説明

とさせていただきます。 

 

 ありがとうございました。 

 ということで計画がまとまっております。この運営協議会で

もいろいろ委員の皆さんから頂戴したご意見も含んで検討を進

めてこの計画になりましたというご報告でございました。 

 皆さんから何かご質問、ご意見、お気づきのことがありまし

たらお願いいたします。 
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介護保険課長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 よろしゅうございますか。 

 

 介護老人保健施設とかグループホームもそうかもしれないで

すけれども、結構空床数がある。 

 

 そうですね、老健の場合は３施設ありますけれども、埋まっ

ていないということで、そんなに多くはありませんけれども、

空きがあるというような状況でございます。 

 

 それは何が考えられる。これだけ高齢者率がだんだん増える

一方なのに、これだけというのは。 

 

 原因までは詳しくは調べていないですけれども、老健は基本

３か月たったら出ていかなきゃいけないということで、ずっと

いられるわけではないんで、やはり老健側で入所の期間を適切

に管理をして、３か月以上は入所できないような管理をしてい

るのかなというふうに思います。 

 

 介護支援専門員としてご意見はありますか。 

 

 そうですね、私も実は老健で仕事をしていたことが２年半あ

りましたので、大体３割空いているというと、トップのほうか

らもっと入れろという通達があって、現場のほうは結構大変だ

ったんです。もし今、その現状、空いているんだとしたら、や

っぱりコロナが原因じゃないのかなというふうに思われます。

すみません、私も今老健にいないので何とも言えないのです

が、やはりショートステイにしてもそうなんですが、感染して

はいけないというところで躊躇している方がたくさん今いらっ

しゃいます。もしかしたらそういうことが現状じゃないかなと

いうふうに思いますが。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。 

 このデータが平成31年度、令和元年度のデータなので、今Ａ

委員からご指摘いただいたことは、さらに今直近ではさらに空
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きを取っている可能性がございますね。 

 ありがとうございます。 

 何かほかにございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 では、一旦次に進ませていただきたいと思います。 

 次第の４番、報告事項の②地域包括支援センターの新たな相

談体制についてでございます。 

 事務局からお願いいたします。 

 

 資料３をご用意ください。 

 本日、差替資料として机上配布しております。 

 地域包括支援センターの新たな相談体制についてということ

で、令和２年度第4回地域包括支援センター運営協議会にて、地

域包括支援センターの営業時間、窓口時間についてご協議いた

だいております。 

 また、第６回地域包括支援センター運営協議会では、地域包

括支援センター職務満足度調査についてご報告し、センター職

員の業務過多等に伴う人材確保の観点から窓口時間の短縮につ

いてご協議いただいたところです。 

 資料をご覧ください。１番は、令和２年度第４回の地域包括

支援センター運営協議会での協議内容、皆様からいただきまし

たご意見、そして窓口時間が短縮することで、緊急時の対応に

ついて、不安があるといったご意見があったかと思います。 

 あわせて、（２）センターの人材配置について、他市と比較

して配置数が不足しているのではないかというようなご意見も

いただいたところでございます。 

 方向性としましては、緊急時対応についての課題を認めなが

らも、2025年、2040年を迎えるに当たり、持続可能な相談支援

体制のために、地域包括支援センターの業務の効率化やオンラ

インの活用が必要であるという意見が多かったかと思っており

ます。 

 今後、地域包括支援センターの新たな相談体制、ＩＣＴを活

用した相談体制整備を行いながら、今、窓口での対面相談体制

よりも、メールなどを使った相談やオンライン面談の実施が相

談件数が上がるという実態もありますので、そういう方向性で
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Ｃ委員 

 

 

事務局 

 

会長 

取組を進めたいと考えてございます。 

 資料の２番につきましては、窓口時間を短縮することで市民

サービスの低下になっては困りますので、繰返しになります

が、メール相談やオンライン面談を開始していくということ

で、幅広い市民層から相談が寄せられるようになるのではない

かなということと、就労している介護者もおりますので、仕事

を休んでご両親の相談に来るという時代はもう終わってしまい

まして、仕事を休むと職を失うことにもなりかねませんので、

オンライン面談で昼休みですとか、空いた時間に専門職と面談

ができるように、今、調整をしております。 

メール相談、オンライン面談等新たな相談体制整備を図りな

がら、地域包括支援センター職員の人材確保、定着の観点か

ら、窓口時間の短縮を行っていきます。 

今後の具体的なスケジュールですが、地域包括支援センター

長会議での考え方の取りまとめ、ならびに市役所内部の調整

（情報化推進委員会、個人情報保護審議会）は済んでおりま

す。そして、本日、改めて地域包括支援センター運営協議会の

承認を得ましたら、8月16日の経営会議にかけ、9月議会で報告

いたします。議会での承認が得られましたら、11月10号広報で

周知し、12月から試行、令和4年4月1日本格実施をするという計

画でおります。 

また、6月議会ではタブレット購入のための補正予算を計上し

ております。 

 説明が長くなりましたが、説明は以上です。 

 

 ありがとうございます。 

 事務局の説明は以上でございますが、委員の皆さんから何か

ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 

 あえて質問させていただいてよろしいですか。 

 このタブレット端末を購入して、配布先はどこのために。 

 

 高齢福祉課で使う予定です。 

 

 そのほかいかがでしょうか。 
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 すみません、そうしますと、今、Ｗｉ－Ｆｉの関係が市役

所、できます？ 

 

 情報推進課のほうで有線を引いたり、そこでお願いをしてい

るんですか。 

 その辺のＷｉ－Ｆｉ環境については情報推進課が担うことに

なっております。 

 

 そのほかはどうでしょうか。 

 前回の運営協議会でも、改善すべきところは改善して、積極

的に推し進めようというご意見も出たんだと認識しております

が、よろしいですか。こうした形で……どうぞ。 

 

 メールの相談受付となっているんですが、家族さん、私はち

ょいちょいショートメールでご利用者さんの家族とやり取りを

しているんですが、仕事の合間にて携帯電話からご相談いただ

くことがあるんですが、そこについてはどんなふうにお考えで

しょうか。 

 

 すべての地域包括支援センターでメール機能がついた携帯電

話を使用していないので、パソコンのメール機能だと思いま

す。 

 

 ショートメールを禁止するということではないけれども、公

開してやりますよとオープンに案内をするのは、いわゆるイン

ターネットのｅメールアドレス、こういう理解でいいですか

ね。 

 ありがとうございます。 

 そのほかございますでしょうか。 

 ということで、単純に拡大、拡大ということでなく、集中す

べきところは集中して改善を図って、よりよい相談体制にする

ということで、当運営協議会としてもこういう形で了承を出し

たいと思います。了承どころか、むしろ積極的に進めるべしと

いうことですね。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、次に進めたいと思います。 

 ５番目の協議事項に入らせていただきます。 

 １番の業務評価と分析に関する取組について、事務局からご

説明お願いいたします。 

 

 本日配布しました資料、緑色の冊子をお手元にご用意くださ

い。 

 まず、資料４からご説明させていただきます。 

 地域包括支援センター業務の評価と分析に関する取組につい

てです。令和２年度に実施しました地域包括支援センター職務

満足度調査において、センター業務について「やりがいはある

が業務に不安がある」「正直疲れている」という回答が多く見

られまして、「センター職員の増配置」や「ブランチセンター

の配置」について必要だと回答している職員が多かったとご報

告をさせていただいております。 

 自由記述の中でも、センター職員の増配置と業務の標準化を

進めていき、無駄を省いた適切な支援を行うことができる体制

整備が必要だということを、センター職員から立川市が求めれ

られているところでございます。 

 そのため、今年度は、各日常生活圏域における地域包括支援

センターの設置数やセンター職員の人員配置、委託料について

検討していくために、まずは地域包括支援センター業務の評価

方法について取り組んでまいります。 

 検討の方法としましては、１つは数字で比較をする。過去５

年間の推移の中での比較ということで、皆様にもいつも見てい

ただいております月例の報告、あとは高齢者人口、委託料の増

加分、地域包括支援センターの配置数、他市との比較というと

ころで、集められるだけの数字を集めていきたいと考えており

ます。 

 それから、数字だけでは評価できない部分もありますので、

業務内容で評価も重要視する必要があると考えます。 

 本来であれば、高齢福祉課が地域包括支援センターの評価を

していくべきですが、なかなか評価が難しいと考えておりまし

て、（３）専門家による分析で、立川市市政アドバイザー事業

の活用を考えています。アドバイザーをお願いするのは、ＮＰ
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Ｏ法人となりのかいごです。詳細は資料をご覧ください。 

具体的には、６月２日に事前打合せをして、７月の終わりぐ

らいに第１回目の会議を行います。その段階で、ある程度の作

業スケジュールを確認し、令和4年度予算に「調査検討費用」と

して取りこみたいと考えていおります。調査検討については、2

年計画で実施していきます。 

 地域包括支援センター評価の困難性ですが、相談件数が多い

のが評価されるのかどうかということを、もう既にNPO法人 と

なりのかいごの代表理事の川内さんから私に投げかけされてい

るところでございます。 

相談件数が多いということは、地域での地域包括支援センタ

ーの認識と信頼性が高いので、何かあれば地域包括支援センタ

ーへということで相談に来るだろうということで評価されると

いう見方が１つ、一方で、相談件数が少ないということは、逆

に言えば地域の中で問題解決ができている、地域包括支援セン

ターが地域にアプローチをして地域力が向上し、地域づくりが

進んでいる、熟成しているからこそ、地域住民がまず解決をし

て、どうにもならないものを地域包括支援センターに相談に持

ち込むという見方もあるというような解説がありました。 

それなので、相談件数の多い、少ないだけでは、当然評価す

るのが難しいとかんじています。また、電話の件数が多いのが

評価されるかということですが、単純に、「今日はデイサービ

スに行く日なのか」という電話から、「私が死んだらどうなる

か」のような電話がありますので、入電件数だけでは評価がで

きないと考えております。 

 進捗状況については、ご報告をさせていただきながら、皆様

からもアドバイスをいただきたいと思っております。 

 資料の裏面です。第９次高齢者福祉計画の提案のところで

は、地域包括支援センターの職員の増配置に関すること、ブラ

ンチセンターの設置に関すること、福祉相談センターの在り方

について検討していきます。 

 続きまして、緑の冊子ですが、厚労省補助事業として、三菱

ＵＦＪリサーチ ＆ コンサルティングが取りまとめた資料にな

っております。地域包括支援センターの運営課題に関する取組

ポイントということで、ちょうど立川市がやろうとしているこ
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とに関して、とてもいい資料が届きましたので、今後、活用し

ていきたいと考えます。 

 目次の次のページを開けていただきまして、委員会名簿です

けれども、一番下に、我が運営協議会の宮本会長が、こちらの

検討委員会の委員さんとして入られて、取りまとめをして冊子

をお作りになっておりますので、とても心強いと思っておりま

す。 

 宮本会長から、こちらの冊子に関することで補足があればお

願いいたします。 

 

 今、ご紹介いただきましたとおり、この冊子の取りまとめを

させていただき、ちょうどタイミングよくできたところでござ

います。 

 表紙の一番上のところを見ていただきますと、令和２年度と

いうことで、昨年度、この取りまとめ作業を１年近くかけて行

っております。厚生労働省のほうからお金が出て、会議の運営

とか、それから本提言の取りまとめ等は、全部三菱ＵＦＪリサ

ーチ＆コンサルティングという会社にお金を出して、これをや

ったという位置づけなんですが、ページを開いていただいて１

ページの左側のところ、ここに委員の名前があって、当社研究

員というのが三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング、オブザ

ーバー参加ということで厚生労働省の職員も毎回出席をして、

この進捗に当たって分析をして、一緒に進めていくという、こ

ういう位置づけでございまして、これは全国の地域包括支援セ

ンターに対して調査をかけました。厚労省がやることなんで、

それは全国可能なんです。アンケートを全センターから頂い

て、それから各市区町村、都道府県、関係したところ全国から

アンケートをもらいました。 

 地域包括支援センターの課題、どんなことがありますでしょ

うか、そしてその課題に対してどんなふうに工夫をしています

でしょうかという問いかけをして、その回答ももらっていま

す。 

 報告書自体は、実は本当の報告書というのはこれになります

けれども、400ページ近くあります。これのポイントのところだ

けぎゅっと切り出したのが、この取組ポイントという、これに
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なっています。これも全国にそれだけでアンケートを協力いた

だいていますから、これは市区町村に１冊ずつしか行っていな

いんです。１センター１冊ずつぐらいしか配れないんです。何

が問題なんだろう、どうすればいいんだろうということを、立

川市が次期計画に備えて検討に入るというお話ではあるんです

が、ゼロから考え出すといろいろ手間もかかるんです。同じよ

うなことを全国でやっていますから、全国でどんな悩み、課題

があって、それをどう改善していくかというアイデア、幅広く

取り入れてつくると効率よく、的を得た改善策がまとまるんじ

ゃないかと思いますので、ちょうどタイミングとしてはよかっ

たです。 

 これの調査をやる上で、だんだん納得がいってきたんです

が、私が何でここに呼ばれたかというのは最初思ったんです

が、全国的に見ても、運営協議会が非常に狙いどおりに機能し

ているというところは少なくて、立川市は全国的に見てもかな

りこの運営協議会がうまく機能できていると思います。委員の

皆さんのご協力、また行政職員の皆さんのご努力の上で成り立

っているんです。細かいところまで委員の皆さんに見ていただ

いて、寄り添って共に考え、そして政策提言ができている。な

かなかそういうところは全国的に見ても珍しいです。そんな話

もこのなかに出てくるんですけれども、こんなふうにしている

と、運営協議会が機能するというふうになっています。 

 ということで私も呼ばれて、会議等に参画をさせていただけ

たというわけでございます。 

 １ページ目のところ、全部見ますととても時間がありません

ので、簡単に見方のところだけ、１ページ目を見ていただい

て、第１章、はじめにというところで（１）、そして３つ目の

丸のところ、そこで本事業では次の調査を実施し、地域包括支

援センターが抱えている課題を明確にすることで実際に行って

いる課題を具体的に把握しますよということで、先ほど申しま

したとおり市町村に対するアンケート、それから地域包括支援

センターに対するアンケート、それから市町村と地域包括支援

センターに対するヒアリングも行っております。それから都道

府県に対するヒアリングも行っております。こうしたものを背

景に、４つ目の丸のところにありますけれども、12の課題をひ
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とつ整理いたしました。緑色の四角の枠のところの１番、業務

負担の軽減、２番目として効率化、３番目に職員の確保・定

着、これを見ていただくと、いずれもこの運営協議会でも話題

になっている話でございまして、全国的に見てもこの辺がポイ

ントだろうということで、この12の取組、次の２ページの上段

にも続きますけれども、こういう話になっております。 

 それから、じゃ、この12の課題について、どういうふうなま

とめになっているかということなんですが、７ページをご覧い

ただけますでしょうか。 

 ７ページのところに、第２章からこのポイントの内容になっ

ておりまして、例えば課題の１、職員の業務負担軽減というと

ころになりますけれども、さらにもう一枚めくっていただいて

９ページをご覧いただけますか。９ページの３つ四角があるん

ですが、真ん中の５番、事務職員の配置というところへ行きま

すと、市町村からのアンケートでこんなことをやっていますよ

というのが、配置人数に一部事務職を認めています。それか

ら、指定管理者選定事業、指定管理者でやっているんでしょう

ね、この市区町村、これ具体的な生の声なんです。ここがとて

も大事でございまして、実際にこういうことがアンケートで返

ってきているんです。上限枠の範囲で各包括に事務職を配置し

ています。言っていることは、結構事務職を活用していますよ

というところが多かったです。 

 地域包括支援センターのところを見ていただきますと、事務

職員が、介護予防業務の給付会議等の事務を担当してます、こ

ういうことによって効率化が図れているんです。事務職員を活

用する、３職種がこういうことまでやっているようなセンター

は、うまく機能していないんじゃなかろうかという反省がある

んです。請求事務は介護保険の事務、給与等の職員管理を正職

員が担当しています、当たり前と言えば当たり前なんですが、

こういうことを３職種がやっているセンターが結構あって、そ

れを改善しましたということなんです。 

 じゃ、立ち返って立川はどうだろうかということを再確認し

て、そして改善につなげていくと、こういう使い方をしていた

だきたいなというのが、この冊子の狙いであります。 

 １枚めくっていただいて10ページのところで、事務職員の配
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置ということで、これは今度ヒアリングです。山口県の萩市に

ヒアリングを行って、ここでも事務職の話が出てくるんですけ

れども、ここの萩市の場合は、直営で専門機関に業務委託して

いないので市の直営なんですけれども、センターの所長には事

務職を配置しました。事務職というのは一般的な市役所の専門

職じゃない職員、管理者なんかでしょう。所長と事務職員を配

置しました。所長は管理保障や医師会、歯科医師会など関わり

の深い団体との連携と調整を図りながら、業務全体の調整を行

っています、こういう管理業務を、立川の場合は３職種の中か

らセンター長が出ているケースがあります。１センターだけ違

うんですけれども。やっぱりそういうところがポイントじゃな

いかということは、全国調査からも浮き彫りになってきている

わけであります。 

 15ページを見ていただきまして、今度はセンター職員の確

保・定着であります。 

 16ページ、課題の３がセンター職員の確保・定着で、もう一

枚めくっていただいて17ページの④他法人には市町村からの出

向等による職員を配置とあるんですけれども、そこの２つ目、

主任介護支援専門員、介護支援専門員について、主任介護支援

専門員を社会福祉法人からの出向で配置してますというところ

もあるし、事業所からの主任介護支援専門員の出向により人員

を確保していますというところもある、これは同じことを言っ

ているわけです。つまりなかなか自前で募集しても来ないか

ら、法人から出向してもらっていますみたいなことが、やっぱ

り回答で改善しましたという成功例としてこういう話が出てく

るわけです。 

 というふうに見ていただくと、本当の話として、他市で成功

している話、成功事例集みたいな、そんなようなものとして使

っていただくと有効ではないかと思います。 

 全部説明していると時間がありませんので、私のほうからは

以上になります。 

 何かこの議題について、皆さんからご意見を頂戴できればと

思いますが、いかがでしょう。 

 ぜひこれ大変でしょうけれども、積極的にやっていただい

て、改善に努めていただきたいなと思うんです。漠然と改善す
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べきと言っているだけじゃなくて、具体的に何をどうしていく

かという検討に着手していっているところがすばらしいなと思

うんです。 

 では、これについては、引き続きお願いをするＮＰＯ法人さ

んからいろんな協力依頼が我々運営協議会全体にあるかもしれ

ませんし、委員の皆さん個々にもあるかもしれませんし、そう

したときには積極的に協力していければなと思いますが、よろ

しゅうございますでしょうか。 

 では、今年度よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

 それでは、協議事項の次へ移ってまいりたいと思います。 

 ②職員配置についてでございます。 

 では、事務局から説明お願いいたします。 

 

 それでは、資料をご用意ください。 

 令和３年４月版で、法人の人事異動等もありましたので、ご

紹介させていただきます。 

 本来であれば、本日、地域包括支援センターから直接いらし

てご挨拶というところですが、緊急事態宣言中ですので、今日

は出席をご遠慮いただいております。 

 （以下、個別に紹介） 

 説明は以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 先日来話題になっておりますけれども、かみすな包括の主任

介護支援専門員の欠員は、まだ補充されていないということで

大変深刻に受け止めたいと思います。早期改善を望みたいと思

います。 

 くどいようですが、これは改善されなかったから、業務委託

費を減らせばそれでいいんだという話ではないということを申

し上げておきたいと思います。それは市民目線から言えばおか

しな話でございまして、当該担当エリアのご高齢者の方々の不

利益につながる話でありまして、その改善は必ずしていただき

たいということでございます。よろしくお願いいたします。 
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 よろしければ次へ進ませていただきたいと思います。 

 ③運営状況の課題分析についてでございます。 

 事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

 

 資料６、参考とＡ３版の検討資料の２種類ございますのでお

願いいたします。 

 まず、参考資料につきましてご説明させていただきます。 

 今回は、令和３年２月、３月分のご報告になってございま

す。33ページをお開きください。令和２年度の集計ということ

で、１年分の数字を掲載してございます。 

 35ページをお開きください。１か所訂正がありまして、35ペ

ージの真ん中より下の段、小地域ケア会議というところです

が、ふじみ包括支援センターが11回と表記されていますが、５

回の間違いでございます。回数の変更に伴いまして、合計回数

も36回ではなくて30回ということで変更をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の関係で、小地域ケア会議、各地

域で１回開催控えた結果となっております。 

 それから36ページからは、平成28年から令和２年度、５年間

の相談件数等々の推移についてございますので、参考に見てい

ただけたらと思います。 

 検討資料につきましては、前回、時間が足りなくて検討がで

きませんでしたので、令和２年第６回の運営協議会の資料と同

じものになっております。 

 説明は以上です。 

 

 ありがとうございます。 

 では、皆さんから何かご質問、ご意見ございますでしょう

か。 

 資料６としては、検討資料のほうも配られておりますけれど

も、参考資料のほうで特にご意見ないようであれば、検討資料

のほう、今日は時間があまりありませんけれども、少し触れて

みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 資料６の検討資料、こちら、どちらか２つございますけれど

も、先に下のほうの地域包括支援センターの周知についてのと

ころを検討を急ぎたいと思いますけれども、事務局からどう
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ぞ。 

 

 それでは、検討資料の下の段、地域包括支援センターの周知

についてでお願いいたします。 

 運営協議会でも度々ご相談はさせていただいているところで

はありますが、令和２年度月議会でも地域包括支援センターの

周知が足りないとのご指摘を受けております。今のところ、市

の広報やまちねっと、社会福祉協議会のあいあい通信、それか

ら中村伸先生にもご支援いただいたチラシの配布、70歳以上の

独り暮らし調査の際の高齢者宅への訪問、令和2年度は民生委員

さんと一緒に回らせていただいて、ネッククーラーを配布しな

がら地域包括支援センターのチラシを配布するなど活動を行っ

てきているところであります。しかしながら。まだ周知が足り

ないというご意見が多数寄せられておりますので、ほかにでき

ることはないかということでご提案いただけるとありがたいと

いうふうに思っております。 

 ちなみに、概要のところの米印のところなのですが、第８期

の計画をつくる際に市民ニーズ調査をしたところ、「地域包括

支援センター、福祉相談センターを利用したことがある、利用

したことはないが知っている」が59.0％、約６割の方たちが知

っているということになっております。ただ、残す４割の方の

ところにどのように情報を届けたらよいかということに悩んで

いる次第です。 

 一方で、周知、知られてはいるところではありますが、「何

かのときの相談相手に地域包括支援センターや市役所を選んだ

方」は、僅か17.1％だったというような結果になっておりま

す。ちなみに、お医者様がやはり高くて26.6％、何かあったら

お医者さんに相談すると市民は考えているということが分かり

まして、その結果を踏まえてご相談できたらなというふうに考

えております。よろしくお願いいたします。 

 

 ということでございます。 

 いかがでございましょうか。皆さんから何かご意見ございま

すでしょうか。 

 どうぞ。 
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 何かのときの相談とありますが、何かのときとは具体的に、

例えばうちの家族が認知症なら、それは当然医者に相談に行く

と思うんですけれども、ゴミ問題であらば医者に行くかといっ

たら、それは当然、市になると思います。何かのときに相談と

いうのは、具体的に何なのか。それによってやっぱり、必ずし

も医師に相談に行くとは当然限らないわけで、信頼性というの

はアンケート調査によって変わってくるんじゃないかと思うん

ですけれども。 

 

 調査を行ったときの設問項目が、特に具体的にもっと細かい

ことを聞いていないので、ちょっとそこまではわかりません。 

 

 そうすると、本当に医師に、だって何か近隣とのトラブルが

あれば、当然警察に行ったり市のほうに行ったりとか、あるで

しょうから、調査の場合によっての状況もあると思うし、あと

は60％というのは高いか低いかよく分からないですけれども、

何％を目指しているのか。６割といったら僕結構高いんじゃな

いかなと実は思っています。確率的には、夫婦で何かあったと

きにどっちか分かっているわけですし、そういう意味では必ず

しも低いとは思わないです。何％を目指しているのか。その辺

はあるんでしょうか。 

 

 昨年度のたしか計画を立てる中でも介護保険運営協議会の委

員さんのほうから、６割というのは高いよねというようなご意

見も確かにありました。ただ一方では、やっぱりいざ困った人

は、何が何でもこの地域包括支援センターにたどり着こうとし

て調べるんだろうけれども、取りあえず今困っていない人につ

いては、あまり興味がないというか、そんなことでしようがな

いことで、だけれども、今日何か大変なことが、相談したいこ

とが起きたときに、やっぱり地域包括支援センターにたどり着

くまでにすごく時間がかかるという意味で、いまだに地域包括

支援センターがどこにあるのか分からないとか、そういったこ

とが議会でも言われるというようなところなんですけれども、

その辺はせっぱ詰まらないとなかなかご自身でそこで探そうと
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しないというところも大きいところなんだと思うので、日頃か

ら、例えば先生にお願いしたように、皆さんが高齢になると、

何らかしら病院にはかかるだろうということで、病院に行った

ときにそういったチラシを目にしていただくというようなこと

で少しでも知ってもらうとか、薬局でお薬を頂くときにお薬を

入れてもらう袋にチラシを入れてもらうとか、今までやってき

ているんだけれども、それでもやっぱり今は興味がない人に地

域包括支援センターというものを伝えていく工夫というのは、

何かもうちょっとやり方がないのだろうかねというのを事務局

側で何かやるという、皆さんからお知恵を拝借したいという部

分ではあるんです。 

 ６割が高いというふうに見るのか、やはり４割の方が知らな

いので、つながりやすいように少しでも工夫をしていければと

いうところになるんだとは思います。 

 

 私、本当に現場に直結していまして、そもそも本当に困る人

は、お医者さんにも行けない、相談することも知らない、そう

すると、やっぱり民生委員さん、なかなか私もこちらに来てか

ら民生委員さんと関わることは方法がなくて、どの人が民生委

員さんかも分からないですし、今、このコロナ禍の中で民生委

員さんがどんな活動をいろいろしていただけているのか、もし

かしたら、一番民生委員さんがキャッチするのが早いのかなと

いうふうにいつも考えています。ただ、現場でこっちに来て２

年以上たつんですが、民生委員さんと絡んだことがほぼほぼな

いんです。それがすごく残念で、できたらやっぱり近所にいる

民生委員さんから情報をいただいたり、逆に今、個人情報のこ

とがとてもうるさくて、どこまで話せるのかなというところも

踏まえてなんですが、そこについて皆さんの意見を聴きたいな

と思っています。いかがなものでしょう。 

 

 ありがとうございます。 

 では、初めにＣ委員のほうから何か。 

 

 個人情報の件に関しましては、民生委員というのは本当に守

秘義務を大事にしていますので、相談された内容が、関係機関
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への連携のため以外には他言されることは本当にありません。

こちらは各自よく心得ていますので、そこは安心してほしいん

ですが、例えば小地域ケア会議とか、そういうところにはＡ委

員はご出席しないですか。 

 

 

 出席しています。 

 

 そこに民生委員は来ませんか。 

 

 まれに行き当たることはあるんですが、そこ限りになってし

まうんです。例えば私の担当している誰それの近所の民生委員

さんとかと関わることがほぼほぼなくて。 

 

 そうしましたら、地域包括支援センターに、その旨で民生委

員さんとこの人のことについて相談したいんだけれども、この

人の担当の民生委員さんは誰ですかねという話をしたら、つな

ぎはつけてくれると思います。居宅支援事業所側から情報が民

生委員に開示を渋るというケースも結構あって、双方あると思

います。民生委員の立場としては、この人の、この高齢者の方

のケアマネさんは誰ですかというのは、地域包括支援センター

に問合せをするし、地域包括支援センターが必要があれば、そ

れは教えてくれるし、個別に居宅介護支援事業所に民生委員か

ら行くというケースは決して少なくはないです。たまたま今ま

でなかったかもしれませんが、Ａ委員のように柔軟に民生委員

との連携を図ろうと積極的に考えてくださる方の場合、多分そ

この地域包括支援センターのつなぎをつければ、地域包括支援

センターの民生委員とすぐに連携が取れると思います。６つの

各小地域ケア会議にも民生委員が出ていますので、そのために

出ているということもありますので、確かにその場限りで終わ

っていたとしては、ちょっとそこは小地域ケア会議を主催して

いる地域包括支援センターに対して改善を図ってもらうという

ことが有効かなと思います。 

 

  地域包括支援センターを周知するには、やっぱりお外に出
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られない人、そこに周知していただくには、やっぱり民生委員

さんの力がすごく大きいんじゃないのかなと思っています。こ

この59％、この人たちは、多分恐らく自ら病院に行ったり相談

に行ける人なんだと思うんです。ただ、そうじゃなくて難しい

のが、41％の行けない人です。そこに来られない人たちが結構

深刻なことを抱えているんじゃないのかな、そこをちゃんと発

掘していかないと意味がないんじゃないかなというふうに思い

ます。ちょっと議題がそれてしまいましたが、そこが言いたか

ったです。 

 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。 

 そうなんですよね、100％がベストで望ましいんですが、

100％なんてなかなか難しくて、100％にならないこの59以外の

ところ、どういう人たちなんだろうということを、やっぱり地

域の中で皆さん想像すると、いろんなものを周知を図ったとし

て、じゃ、それが改善するかという話じゃなくて、ちょっとよ

く分からないわという方だったり、それかすごい年代の方です

から、そういう介護保険制度なんていうのはどういうものな

の。それから助けてなんて言えない。お嫁さんに自分の老後は

見てもらうんでしょうというレベルのことなのかもしれない

し、だからおっしゃるとおりだと思うんです。 

 周知を図ってというところには本当にポイントなのか、むし

ろご指摘あったような民生委員側がそういう方もいるというこ

とに気づいて、高齢者の人から発信じゃなくて、周囲がそうい

う41％の人を拾い上げるということのほうが大事なのではない

かと思いますし、地域包括支援センターとしては、地域包括支

援センターという名前を何らか暗記テストでもやるように、名

前を記憶に刷り込んでいくということよりは、周りが気づくと

いうところの仕組みをしっかり維持して機能していくほうがよ

いのではないかという気はいたしますよね。 

 

 そこがすごく根深くて、奥深いのかなというふうに日々感じ

ています。 

 

 Ｂ委員からもありましたけれども、59％、本当に低いんだろ
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うかと、周知が足りていないというお声、ご指摘だったりご意

見だったり、いろんな複数あるということですが、周知が足り

ていないというのは一体何が足りていないと思っていらっしゃ

るんですかというところがちょっと理解に苦しみますね。 

 

 多分地域包括支援センターを実際に利用する人たち、自分か

らはもちろん駆け込んでいく人もいるんだと思うんですけれど

も、ほとんど結構その割合より困った人がいて、それで周りか

らということだと思うんで、そういう意味では59％の人が知っ

ているのはかなり高いと思うんで、むしろ今までの支援に入っ

たきっかけとか、そこら辺がどのくらいの件数になっている

か、そこら辺でカウントしていったらいいんじゃないかなとい

うふうに。 

 あと、もう一つ、もし包括支援センターの周知が足りていな

いというところがどうしても気になるということであれば、い

っそのこと名称を変えてしまう。確かに地域包括支援センター

というのは、私も最初聞いたときに、地域を包括的に支援して

くれるということであるんですけれども、もちろん介護保険法

で根拠規定は、高齢者のほうでは習っているんですけれども、

たしか八王子とか町田とか、あそこら辺は高齢者何とか相談セ

ンターとか何か名称が違っていたりして、今は包括のほうがな

じみがあるのでなんじゃこりゃと思っているんですけれども、

そうすると、高齢者総合相談支援センターとか、そういったと

ころをやっている市もあるみたいなんで、そこまで行くか。 

 ただ、今、実際に確かに民生委員さんとか周りの方が気づい

て、もうちょっと支援していこうということで包括につなげる

という形のところはよくあることで、これじゃ足りないと思う

ことは、それはそれで大事なのかなと思います。これで満足し

ていいのかですかね。 

 

 ありがとうございます。 

 

 ＰＲの一つの提案として、立川市なんかでも市を紹介する動

画があるんです。ユーチューブのところで。今のところちょっ

ととてもすてきな画像なんかが流れてきたりするんですが、そ
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会長 

 

 

ういう中にも、包括支援センターというのを文字だけでもいい

し、ありますよみたいな感じで紹介していくと、それは高齢者

はもしかしてネットを見ないかもしれませんが、でも、若い人

が、おじいちゃん、こんなことを言っていたよと教えてくれる

かもしれないし、動画配信なんかもいいんじゃないでしょう

か。 

 

 ありがとうございます。 

 できることは何でもやろうという、それは恐らくすぐできる

ことなのでいいかもしれませんね。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 Ｄ委員、お願いします。 

 

 まちねっとの新聞というか、もっと回数を増やすとかという

のもいいかな。結構詳しく載っているので、見ている人が結構

いると思うんです。見ているけれども、今必要ないから利用し

ないみたいなこともあると思うし、あと、聞かれたことがある

んですけれども、まちねっとを見ていて、高齢者のことだけじ

ゃない。包括は本当は高齢者のことをやるというふうに私も思

っていたし、そういうふうに思っている人はいると思うんです

けれども、まちねっとを見ていると、本当に小さな子供から中

年から高齢者まで、よろず相談みたいに包括で受けますよとい

うふうになっているのに、よろず相談として全ての人たちをい

ろいろ受け付けていろんなサービスにつなげますよというふう

な形なのか、高齢者に中心を持っていって、高齢者のために動

くのが包括なのかというところがすごく曖昧になっているのが

読んでいて感じがするんです。なので、そういうふうに感じて

いる高齢者の人も多分いっぱいいて、いいのかなというふうに

思っている人のほうが多いぐらい、書いてあるサービスの内容

が全般的というか、なので、ちょっとそこのところは疑問に思

っている高齢者の人が多いような気がします。 

 

 ありがとうございます。 

 そうですよね、そういう感じです。 

 今日はちょっと福祉総務課長の出席は求めていないんです
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が、まちねっとについては、高齢福祉課が所管の地域包括支援

センターと福祉総務課が所管の地域福祉コーディネーター、こ

の２つの取組内容が、このまちねっとの中に紹介されているの

で、まさにＤ委員が感じられたようなことも市民のみんながき

っと感じていると思います。これの評判は確かにいいという話

を聞いておりますし、Ｄ委員もいいとおっしゃっていただいて

いるから、これを強み、得手を伸ばして、武器として活用して

徹底を図っていくというのが一つの方策かもしれません。これ

なかなかお金がかかっていて、この予算というのはどっちから

出ているんでした。 

 

 社会福祉協議会のほうの多分予算で、社会福祉協議会の地域

づくり係、あちらのほうの予算。 

 

 確かにそうだ。 

 そうですね、社会福祉協議会のほうの予算で出ていますね。 

 なるほど。そうしたお声を。 

 

 ちょっとこれは私見なんですけれども、こういうふうによろ

ず相談の形になって、市民の人たちの多分問題は、高齢者の問

題だけじゃなくて、その今起きている高齢者の問題は、その子

供、孫という家庭という中でつながって起きていて、結果が出

てくると思うので、多分こういう形で市民の人たちの、全世帯

の人たちのよろず相談を受けていくことが、大きな問題解決に

つながっていくと思うので、そういう形になっていくことはい

いと思うんです。なので、今みたいに曖昧じゃなくて、国に働

きかけて、将来そういう形に多分国はしていきたいと思ってい

ると思うんですけれども、それははっきりしていないような感

じで二十歳からの人たちも負担してという形に持っていくよう

な、うまく言えないですけれども、になっていってほしいなと

思うし、今の40以上の人と、高齢者の人たちの負担だけでは、

やっぱり満足なサービスも得られないし、若い人たちとつなが

っていく間の問題も解決できないで、地域包括支援センターが

中途半端な位置で推移していくような危惧を感じますので、そ

この方向性みたいなのがもっとはっきりしていったらいいかな
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とすごく思います。 

 

 何か見解はございますか。市役所側の。 

 

 今、介護保険料が40歳からの徴収で、これのご指摘かなとい

うふうに思っております。なお、40歳からの介護保険料の徴収

というのは、先行き介護保険事業もやっぱり立ち行かなくなる

というご指摘の中で、二十歳からやっぱり徴収して、当然地域

包括支援センターの相談窓口も若い人から受けていく、事によ

ってはゼロ歳から受けていくというような地域に身近な窓口

で、誰でもよろず相談を受けられるという体制がよろしいんじ

ゃないかなということをお思いなんだと思います。 

 確かに地域包括支援センターに地域福祉コーディネーターが

６圏域に１人ずつ配置されているので、地域福祉コーディネー

ターは、本当に年齢の枠なく、揺り籠から墓場までじゃないで

すけれども、ゼロ歳からのいろいろな地域相談を受けて、地域

づくりも含めて行っているので、このまちねっとなんかはまさ

にその地域福祉コーディネーターと地域包括支援センターの取

組が１つとして残されているので、地域住民からすると、あま

り地域包括支援センターだ、地域福祉コーディネーターだとい

う区別がないので、地域包括支援センターが全てのよろず相談

を受けているというような地域づくりは確かになっいてるとか

と思います。 

 身近な窓口で、地域福祉コーディネーターも含めていろんな

相談を受けているという立川市の独特な強みみたいなものは生

かしていきながら、今後、さらに発展をしていくような相談機

能を、市民に寄り添った相談窓口となっていくような方向を目

指すのが立川市らしいのかなというような印象は、今のご意見

を伺って思いました。 

 

 ありがとうございます。 

 高齢者に限らず、第一次の窓口的な、ある程度の受付までは

地域包括支援センター、どの世代も問題があったら。 

 

 それだと、読んだ市民の人は、そうなんだなと多分受け止め
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るし、高齢者に限ってというふうには多分取らないと思うの

で、高齢者に対するというのは薄く感じると思うんです。多少

は。なのでそういう方向に行ってもらいたいと思っているんで

すけれども、現実としては、高齢者としてはそういうふうには

受け取らないかなとちょっと思いました。 

 

 ちょっとご心配いただいているような認識違いはあるかもし

れませんが、そういう認識違いを含めての知名度が上がってい

けば、それはよかったですかね。 

 ありがとうございます。 

 そのほかご意見ございますか。 

 お願いします。 

 

 このまちねっとをバッとみると、一番最後にそれが出ている

んだけれども、例えばわかば包括とかで、こういう文章を読む

かというと、僕は読まないと思う。だから、さいわい地域包括

のところにもちょっと書いてあるんですけれども、地域高齢者

の窓口相談、総合相談窓口ですみたいな、シンプルですけれど

も、毎回同じでも僕はいいと思います。そうすると、電柱広告

じゃないですけれども、何かあったときに「あっ」と、頭の中

にひらめくみたいな、そういう意味ではあまりごちゃごちゃ書

いても、読まないんじゃないかなという気がすると思うんです

けれども。 

 

 ありがとうございます。 

 先ほどB委員からもお話ありました名前を思い切って変えちゃ

う、それぐらい極端なことをしないと、実際電柱広告というの

はまさにそのとおりですね。 

 市民活動センターたちかわ、というのはあまりにも知名度が

低くて、これをどうしようかと随分検討したんです。でも、き

っと関係ない人にとっては、幾ら周知努力をやっても知名度は

上がってこない。そこで、名前を変えました。ボランティア・

市民活動センターたちかわ、になりました。頭にボランティア

と入っているだけで、市民活動とは何だっけという人が、ボラ

ンティア市民活動、ああとちょっと連想できる。単純にそれぐ
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らいしか変えられませんけれども、実はそういう次元のレベル

の話で、縁遠い人の周知率を高めようと思ったら、その程度な

んです、実は。細かいことをいろいろ言っても。近い人は習熟

度が上がってきますけれども、遠い人の率を高めようと思った

らその程度しかない。 

 地域包括支援センター発足前のときには、在宅介護支援セン

ター。在宅の介護の支援をするセンター、極めて分かりやすか

った、名前は。それを地域包括支援センター、先ほどありまし

た話のとおり何をするところだ、名が体を表していない、よく

分からないということで、最初は大変な、全部マイナスからス

タートしたんですが、知名度は。私は毎年毎年のデータがあれ

ば見てみたいと思いますが、どんどん上がっていると思いま

す。59％まで来てると、あのときのことを思ったら、とてもと

ても、これはマスコミでもテレビで地域包括支援センターへと

どんどん流すわけです。実はそっちのほうが縁遠い人にとって

はいいわけです。まちねっとも見ない、広報も見ない、そんな

こと関係ないと思っている人の周知度を上げるなんて大変な話

です。むしろテレビをぼおっと見ていて、この人困っているの

ねと人ごとで見ている人が、困ったときは地域包括支援センタ

ーとアナウンサーが最後に言っていたら、そのことが大きいの

ではないかなというふうに私は感じます。 

 地域包括支援センターという周知の話、難しいですけれど

も、もう一つ違う観点から、これも前にここで言ったか、ほか

で言ったか忘れましたけれども、私は自分の住んでいる地域の

高齢者の皆さんに、困ったら連絡くださいねということで出す

ときに、何かチラシをいっぱい書いて持っていったら、こんな

の解からないわよと言われるんです。字が小さいとか、趣旨も

ちゃんときれいに書いて、読んでみてもらえれば分かるものを

一生懸命力を入れて作って持っていっても、全然見てもらえな

いんです。もっと字を大きくしろとか、あなたの連絡先だけで

いいのよと、その言葉を素直に真に受けて、私の携帯の番号と

名前と役職と、これだけを置いてきた。そうしたら、その方、

どうしたかというと、自分の家の電話の前にどんと貼ってくれ

たんです。私はそんなものを貼ってもらうことを期待していた

わけじゃないんですが、何か困ったらあなたに電話すればいい
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んだよね、こうなった。あるときには玄関に行くと、玄関に貼

ってあったり、そういう話があるわけです。ですから、そのレ

ベルという話なんです。だから多分これは地域包括支援センタ

ーはやっていないと思うので、私がやることですからＡ４、１

枚の紙です。そこに書くだけですから金もかかりません。それ

くらいのことをやったほうが、一生懸命チラシを作って配って

も、なかなか皆さん、残してくださらない気がします。 

 そのほか何かアイデアございますか。 

  

 ４割の人たちは無関心かもしれないですけれども、60％ぐら

いの人が名前を何となく知っていて、内容を知っている人たち

もいるじゃないですか。それで、私、昔、前、虐待が疑われる

家があって、周りの近所中の人も何かしら、あれというふうに

言っていたことがあったときに、連絡しようかなと思ったんで

す。だけれども、こんなにたくさんの人の声が聞こえているか

ら、きっと誰かが連絡するだろうと思っていたら、でも１日考

えて包括に電話したんです。そして行ってくれたんですけれど

も、そのときに、ほかからも連絡ありましたかと聞いたら１件

もないと言われて、私しか電話しなかったんです。でも、そう

やって誰か包括ということを知っている人が、ちょっと悩むけ

れども連絡しておこうかなといって連絡するかもしれないし、

あと近所のごみ屋敷みたいになっているおうちだって、そこの

おばあちゃんがいつも庭に出ていたのに出てこないという話

を、隣の人が近所の人に話して、その近所の人がちょっと見に

いってくれませんかと言って連絡したことがあるんです。だか

ら、そういうことの民生委員さんも含めていろんな人たちが、

知っている人たちがおかしいなと思って包括に連絡してつなが

ることがすごく多いと思うんです。それでいいような気がする

んです。よく知っている人たちは自分で連絡するし、お子様が

連絡するかもしれないけれども、無関心な人たちは、自分が体

調が悪くなっても、危ない状態になっても、誰にも連絡しない

ので、周りの気づいた人が連絡するという形が、結構日本でで

きていると思って、それでよしとしてはいけないのかもしれな

いけれども、私はそれでいいことじゃないかなと思っていま

す。60％はすごく大きいかなと思います。 
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 ありがとうございます。 

 ちょっと周知が足りていないというご指摘について、一体そ

れは何のことなのかというところを突き詰めて考えたときに、

何かのアンケート調査で周知が足りないということに、とらわ

れるれるのではなくて、高齢者の方の周辺の皆さんが、地域包

括支援センターにつながるような周知のされ方をできているか

どうかというところにむしろ力点を置いていったほうがよいの

ではないかということで皆さんよろしいですか。運営協議会の

提言としてもそっちのほうじゃないのということでございま

す。 

 民生委員で地域包括支援センターを知らない人はいません

し、自治会長さん大丈夫かなとか、そういうことですね。だと

思いますけれども。 

 

 すみません、ちなみに民生委員さんの私たちの現場の人が、

この方の近くにこの民生委員さんがいるとか、何か分かるとす

ごくありがたいなと思うんですが、そういうのがあるといい

な。 

 

 以前は３年に一度一斉改選があって、そのときに広報に名前

と電話番号とかが出たんですけれども、やっぱり地域もいろん

な人がいて、特定の民生委員に電話をかけたりとか、そういう

こともありまして、今は名前だけにしているんです。市役所の

福祉総務課へ電話していただけると、例えば高松町の１丁目の

何番だけれども、民生委員は誰かということを聞くと、市役所

から教えてくれる方法に変わりました、今は。 

 

 それは教えていただけるんですか。 

 

 相談してきた人の電話番号を聞いて、民生委員側からそちら

に電話をするシステムです。その人が民生委員の電話番号を役

所が教えてしまって、それでということではないです。 

 

 じゃ、まずは連絡を。 
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 そうですね。 

 

 そういうところにつなげていきたいと思います。 

 

 よろしくお願いします。 

 民生委員もその実情が分かっていないこともありますので、

やっぱりいろんな人の複数の目で問題のある方を発見するとい

うことが大事だと思いますので、ぜひ情報提供していただい

て、それから先は問題を共有していただくというのが一番いい

かなというふうに思います。 

 

 何年も前なんですが、やっぱり民生委員さんに担当者会議に

参加していただいた経緯もありましたので、お力を借りたいと

思います。 

 

 そうですね、現在もやっぱり包括と民生委員とでは、ちょっ

と問題の解決がいかないような場合は、ケース会議を開いて、

役所とか社会福祉協議会とか、そういうところに入っていただ

いて、ケース会議を開いて解決するなんてこともやっていま

す。 

 

 ありがとうございます。 

 

 ありがとうございます。 

 では、次に移りたいと思います。 

 協議事項の４つ目です。介護予防支援事業等における業務委

託についてでございます。 

 事務局からご説明お願いいたします。 

 

 資料の７をご用意ください。 

 介護予防支援事業等における業務委託ついてです。予防プラ

ンを地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託する際

に、運営協議会の承認を得るという役割が運営協議会の中にあ

りますので、お諮りさせていただきます。 
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Ａ委員 

 今回は、国分寺市の事業所についてのご承認をお願いいたし

ます。 

 事業所名、所在地は資料のとおりです。委託理由は、今回、

新規開設をされましたので、立川市民の担当をお願いするとい

うことで伺っております。 

 なお、新規事業所のために、ワムネット情報はまだ未掲載と

いうことでしたので、情報が少なくて大変申し訳ございません

が、ご承認のご検討いただければと思っております。 

 

 ありがとうございます。 

 ということでございます。 

 まず初め、確認ですが、ケアプランセンターそらさんと利害

関係のある委員さんいらっしゃいますでしょうか。雇用関係、

契約関係ありますね。 

 

うちの同じ法人にあります。たまたま国分寺市光町にうちの

社長が出しまして、それでわかば包括さんととても近い位置に

あります。要支援の依頼も多いです。 

 

 要支援を引き受けていただいてすばらしい。ありがとうござ

います。 

 ということで、ほかに利害関係がある委員さん、いらっしゃ

いますか。 

 それでは、Ａ委員については、この採決には加わらないでい

ただきたいということでご了承ください。 

 ほかの委員さん、Ａ委員に忖度することなく審議をしていた

だければと思います。 

 何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 大体事後承認のケースが多いですが、ここはそうではない。

もう既にサービスは誰が使っているんですか。 

 

 まだ開所していないです。 

 

 ４月１日付で開所しています。 
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 いただいた資料から読み取ると、まだ誰も使っていないんだ

なと思ったんで、珍しいなと思ったんですけれども、事前の申

請が上がってきたんだと思います。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、改めてお諮り申し上げたいと思います。 

 ケアプランセンターそらに業務委託することにご異議のござ

います方はいらっしゃいますでしょうか。 

 では、異論なしと認めまして、ケアプランセンターそらさん

を業務委託の対象とすることに決定をいたしたいと思います。

ありがとうございました。 

 それでは、次に移らせていただきます。 

 議事の６番、その他でございます。 

 次回日程等ということでございますが、事務局からご説明お

願いいたします。 

 

 次回は、７月20日火曜日、午後３時から予定させていただい

ています。オリンピックの直前でして、状況がどうなるか不安

なところはありますけれども、もし変更等ありましたら、ご連

絡させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 ありがとうございます。 

 ということで、ご出席のほうまたよろしくお願いいたしま

す。 

 全体を通しまして何か言いそびれたとか、言い漏れた。 

 Ｄ委員、どうぞ。 

 

 ヤングケアラーの件についてなんですけれども、厚労省と文

科省が、来年から３年間、認知度向上集中取組期間という位置

づけをするそうなんです。ヤングケアラーについて。それで、

理由として、中高生の８割、学校の４割はヤングケアラーを知

らないそうなんです。それで、それではヤングケアラーの人た

ちがいろんな支援を受けられないということでこういう取組を

するということになったんですけれども、地域としては、ケア
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マネージャーとか、あと児童委員とか民生委員さんとか、子ど

も食堂とか、そういうところの人たちに、ヤングケアラーに関

しての研修をやっていただけたらいいんじゃないかなという提

案なんです。厚労省はケアマネなどがヤングケアラーを支援す

る窓口に繋げた場合、介護報酬に反映できないかを次期報酬改

定で検討したい考えです。そういうこともあるので、ケアマネ

さんに対する研修とかを包括、あと民生委員さんとか児童委員

さんとか、あと子ども食堂も結構立川市は多いと思うので、そ

ういうところと行政がつながって、研修を立川市独自のをやっ

ていただけたらすごくいいんじゃないかなと思って、ちょっと

提案で言いました。 

 

 ５月26日に、高齢者虐待防止ネットワーク連絡会の予定があ

りまして、ヤングケアラーのことを取り上げるということで準

備してまいりました。Ｄ委員が、本当に無報酬で申し訳なかっ

たんですけれども、ご登壇いただいてご発言いただくように段

取りしておりました。しかし、ご承知の通り、緊急事態宣言に

なってしまいましたので、11月に延期させていただきました 

 ケアマネージャーへの周知が必要と考え、５月21日に新任介

護支援専門員研修がありますので、問題提起をしてまいりま

す。その他、子ども家庭支援センターとの協働した取組などが

ありましたら、ご報告いたします 

 

 ありがとうございます。 

 今日の協議事項の中で、業務評価と分析に関する取組につい

て、今年度、また引き続き議題として上がってくる可能性があ

ると思います。その際に、これもひょっとしたら使うかもしれ

ませんので、市役所からの案内の中でこれを持ってきてくださ

いと言われたら、お手数ですがまた持ってきていただいて、少

なくともまだ捨てないでください。 

 

 以前、他市で働いていた時分に包括から包括に来ないかと言

われたんです。給料面に不安があったのでお断りしました。そ

ういう経緯もあったので、そういうことも大きいのではないで

しょうか。 
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 でも、法人によってお給料の基準は、全部の包括が同じ基準

で動いているわけじゃない。 

 

 違いますよね。みんなそれぞれだと思います。 

 

 だからその一つ一つの法人の問題なので、すごく難しい。 

 

 難しいですよね。 

 それと、私、この仕事が好きでやらせてもらっているんです

けれども、例えば主任介護支援専門員で入ったときに、数年に

一回異動があったりするんです。そのときに、自分のやりたく

ない仕事をするのは、多分私の中ではとても考えられない。ぜ

いたくな話なのかもしれませんが、そういうことも含めて包括

に入るというのは、相当ちょっと不安な問題があるのかなとい

うふうに思われました。 

 すみません、参考までにお願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 前回の話の中でも、当該法人の管理者の方から、費用面かな

というようなことがやんわりとお話ございましたけれども、Ａ

委員がはっきりとおっしゃっていただいて、非常に説得力のあ

る説明、やっぱりそういうことがあるんだなということで。 

 

 難しい問題です。 

 

 そうですね。待ったなしでやらなきゃいけないことなんで、

そういう本音の本当の何が原因なのかと突き詰めるというのは

大事だと思います。 

 前回も手当を出したらどうだというような提言もさせていた

だいているので、持ち帰って検討していただいているとは思い

ますけれども、ちょっと期待したいと思います。 

 ありがとうございます。 

 そのほかよろしゅうございますでしょうか。 
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副会長 

 

 では、今年度第１回目の運営協議会を終わります。 

 どうもお疲れさまでした。 

 


